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豊田市市税等納付催告・窓口業務委託プロポーザル実施要領 
 
１ 目的 
  納付催告業務、窓口業務等を委託することにより、これらの業務の効率的かつ効果的

な実施と徴税吏員が滞納整理に専念できる時間の確保を図り、収納率を向上し、税及び
公課の公平性を確保することを目的とする。 

 
２ 契約の概要 
  豊田市市税等納付催告・窓口業務委託仕様書のとおり。 
 
３ 提案限度額 
  １７７，７２６，０００円（消費税込み） 

＜内訳＞  
令和８年度  上限５９，２４２，０００円 

  令和９年度  上限５９，２４２，０００円 
  令和１０年度 上限５９，２４２，０００円 
 
４ 契約期間等  
（１）委託業務期間は令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 
（２）受託者は委託期間の開始日から令和８年３月３１日までの間を準備期間とし、納付

催告・窓口業務についての知識の習得や運営体制の把握、人員の確保、統括体制の
確立等を行うものとする。ただし、開設準備期間における委託料の支払は発生しな
いものとする。 

 
５ 参加資格要件 

   次に掲げる条件を全て満たす者 

（１）令和６・７年度の豊田市競争入札参加資格（物品等）を有する者であること。 

（２）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、地方自治法施行
令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の規定に該当する者
でないこと。 

（３）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、会社更生法（平
成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１
年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（４）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の決定までの間、本市から入札参
加停止又は入札参加保留の措置を受けていない者であること。 

（５）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察
署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」
に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 
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（６）このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関
係及び人的関係がない者であること（資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する
者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。）。 

（７）ＩＳＭＳ（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１︓情報セキュリティマネジメントシステム）
の認証取得及びプライバシーマークの付与を受けていること。 

（８）公告日において令和 2 年４月以降、官公庁（国、地方公共団体、公社及び独立行政
法人に限る。）発注の市税の納付催告業務で、元請として１件当たりの税込金額３，０
００万円以上※の履行実績を有する者であること。ただし、履行実績は公告日時点で
履行が完了していること及び履行期間が１年以上であることを要する。 

  ※複数年度契約の場合、契約総額を契約年数で除した金額（端数切捨て）とする。 

 
６ 選考日程 
（１）全体スケジュール 

令和７年１１月１７日（月）   業者選定審査会による方式の決定 
１１月１８日（火）   事業実施の公告、公表、公募の開始、業務委託

説明資料等の交付 
１２月 １日（月）   参加表明書の受付期限・質問の受付期限 
１２月 ２日（火）   参加資格確認通知書の送付 
１２月 ５日（金）   質問の回答期限 
１２月１２日（金）   提案書等の提出期限 
１２月１７日（水）   ヒアリング実施及び選考委員会開催 
１２月１８日（木）   選考結果の通知・最優秀提案者との仕様書の協 

議開始 
令和８年 １月１９日（月）予定 業者選定審査会による業者の決定 

１月２８日（水）予定 見積徴収 
２月 ５日（木）予定 契約締結 

（２）ヒアリング 
ア 開催日時  令和７年１２月１７日（水） 午後２時から午後５時までのうち指

定する３０分間（時間は、後日連絡する。） 
イ 開催場所  豊田市役所 南３１会議室（南庁舎３階） 
ウ 備 考  ・説明１５分以内（時間厳守）、質疑応答１５分とする。 

・出席者は、３名以内とする。 
          ・説明は、提出資料により行うものとし、模型、パネル等の、追加資

料の持ち込みは認めない。 
          ・プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自

己紹介を行わないこと。 
・全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。 

          ・新型コロナウイルス等の感染状況によっては、ヒアリングの方法を
変更する場合がある。その場合は、ＷＥＢ会議が可能であるＺＯＯ
Ｍミーティングを使用する予定であるため対応できるようにする
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こと。 
 
７ 選考委員 

委員長 市民部 副部長    梅村 靖之 
   委員  福祉部 介護保険課長 都築 保裕 
       市民部 市民税課長  加藤 啓 
       市民部 国保年金課長 西国 実 
       市民部 債権管理課長 加藤 恵子 

  
８ 提案書等の提出書類 
  Ａ４サイズ片面１０枚以内（ただし、表紙、「（２）業務運営実績関係書類」、「（７）見

積書及び積算内訳書」は制限枚数から除く。）に下記内容を記載すること（提出部数は正
本１部、副本８部）。ただし、副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用
しないこと（表紙、目次及び本文を含むので注意すること）。 

（１）提案事業者の概要 
提案事業者の業務概要 

（２）業務運営実績関係書類 
   令和２年４月以降、官公庁（国、地方公共団体、公社、及び独立行政法人に限る。） 

発注の市税の納付催告業務で元請としての案件。 
  ア 業務運営実績表（様式第１号） 
  イ 業務運営実績に関する証明（契約書等の写し） 
    ※履行実績は公告日時点で履行が完了していること及び履行期間が１年以上であ

ることを要する。 
（３）業務体制 

ア 業務を遂行する上での体制（指揮・監督、人員配置等）は十分であるか 
イ 業務マニュアル作成やその指導についての研修計画は十分であるか 

 ウ 夜間電話催告の勤務体制は十分であるか 
（４）業務履行方法等 

ア 電話催告や SMS 催告についてのノウハウを有しており、効率的・効果的に実施  
できるか 

イ 文書催告についてのノウハウを有しており、効率的・効果的に実施できるか 
ウ 市民満足度の向上につながる窓口対応を行うための研修体制や指導方法が取られ

ているか 
（５）危機管理体制及び事務局体制等 

ア トラブルや苦情が発生した際に、迅速な対応ができる体制及び予防体制が整って 
いるか 

  イ コールセンター業務を円滑に運営するため、急遽欠員が生じた場合の応援体制や 
繁忙期での勤務体制が整っているか 

ウ 税金へのクレーム等を受けた従事者に対するメンタルケアや離職防止に向けたサ 
ポート体制が整っているか 

エ 守秘義務や個人情報保護に関する研修、情報漏洩の防止策、情報漏洩が発生した 
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際の体制が整っているか 
（６）収納向上に向けた事業者の自主的な取組提案 
 収納率の向上に向けた事業者の自主的な取組提案内容が評価できるか 
（７）見積書及び積算内訳書（１部） 
 
９ 評価基準 
（１）下記項目のうち、ア及びイを事務局が採点し、ウを選考委員が採点する。ア及びイ

の採点結果と各選考委員の採点結果の合計が最高得点の者を最優秀提案者として選定
する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。 

  ア 事業者の評価（５０点）【事務局評価】 
業務実績等                 （５０点） 

  イ 価格の評価（７０点）【事務局評価】 
  ウ 提案内容の評価（１００点）【選考委員評価】 

（ア）業務体制                 （３６点） 
（イ）業務履行方法等              （３６点） 
（ウ）危機管理体制及び事務局体制等       （１６点） 
（エ）収納率向上に向けた事業者の自主的な取組提案（１２点） 

※評価点（６２０点）＝ア（事業者の評価（５０点））＋イ（価格評価（７０点））＋ウ（提
案内容の評価（１００点）×５人） 

※詳細は、別紙「採点表」のとおり。 
（２）最高得点者が複数であった場合は、見積金額の安価な者を契約の相手方として特定

する。 
（３）提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は、最優秀提案者として選考し

ない。 
     
１０ その他 
（１）このプロポーザルに参加する費用の全ては、参加者の負担とする。 
（２）手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（３）ヒアリング実施前の、選考委員との接触を禁止する。 
（４）次に掲げる提案は無効とする。 
  ア 本公告に示す参加資格を有しない者がした提案 

イ 見積金額が提案限度額を超える提案 
ウ 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 
エ 市が示した条件に違反した提案 
オ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考の公平性に影響を与える行為をした

者の提案 
（５）提出期限後は提出された企画提案書等の差替え又は再提出は認めない（本市から指

示があった場合を除く。）。 
（６）提出書類は返却しない。なお、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）の

規定に基づき、提出書類を公開することがある。 
（７）最優秀提案者と本市との間で契約条件に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成
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する。仕様書作成後、最優秀提案者を契約の相手方とし、見積徴取の上、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締結する。また、この協議
において、最優秀提案者からの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないも
のとする。 

（８）最優秀提案者特定の日から契約締結の日までの間に次のいずれかに該当するときは、
随意契約を行わない。なお、契約が不調に終わった場合は、最優秀提案者の次点の
者と交渉するものとする。 

  ア プロポーザルの参加資格要件に適合しなくなったとき。 
  イ 提案に関する書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 
  ウ 契約条件に関する本市との協議が調わないとき。 
  エ 本市が最優秀提案者が委託事業を遂行することが困難と判断したとき。 
（９）前号の場合を除き、選考結果通知後の辞退は認めない。なお、受託の辞退等により

本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合がある。 
（10）全ての提案者の社名、評価結果（得点）及び順位は、豊田市ホームページ等におい

て公表する。 
 


